
第５章 計画の推進 

94 

第５章 計画の推進 

 

 

１ 推進体制                            

本計画がめざす「恵まれた環境をまもり、はぐくみ、未来へつなぐ、持続可能な

環境都市」を実現するために以下に掲げる三つの柱により、本計画で定めた環境施

策を総合的に推進していきます。 

(1) 組織横断的な計画構築及び推進                      

環境・経済・社会の統合的向上を図るとともに、環境分野間の横断的取組を推

進するため、庁内における横断的な組織の設置により、庁内関係部局が連携し、

本市の良好な環境の確保に関する施策を推進します。 

 

(2) 多様な主体との参画・協働・連携                     

市の関係部局における各分野の横のつながりを確保しながら、様々な環境分野

で活動する市民、市民団体、事業者、大学等の教育・研究機関といった各主体の

参画・協働・連携に向けた取組を推進します。さらに、広域的な環境課題の解決

を図るため、国や熊本県、熊本連携中枢都市圏やその他の地方公共団体との連携

を充実させます。 

 

(3) 計画の外部評価体制・進捗管理                      

本計画の進捗管理は、いわゆる PDCA（Plan：計画、Do：実行、Check：点検・

評価、Action：見直し・改善）サイクルを毎年度繰り返すことにより行います。 

評価にあたっては、市民アンケートを毎年度実施し、本市の良好な環境の確保

についての意識調査を行うとともに、アンケート結果も踏まえつつ、庁内の関係

部局と確認しながら、計画の推進状況を毎年度取りまとめ、本市の環境の状況を

把握し評価します。 

加えて、熊本市環境審議会へ報告し意見をもらうことで、環境分野の個別計画

の運用及び施策に反映させていきます。 

 

図 PDCAによる計画の進捗管理 

 

Ｄｏ（施策の実行、行動） 
・取組・具体的取組の実施 
・参画・協働・連携による取組の推進 

Ｃｈｅｃｋ（施策の進捗状況の検証） 
・アンケート結果を踏まえた年次報 

告書作成による計画進捗の把握 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し・改善） 
・計画進捗の評価を踏まえた取組 

の見直し・改善 

Ｐｌａｎ（計画の策定） 
・基本方針・施策の設定 
・取組・具体的取組の設定 

1年/回 

Ｃｈｅｃｋ（環境審議会による評価） 
アンケート調査結果を踏まえた年次報告 

書作成による計画進捗の評価 

【熊本市】 

報告 

意見 

Ｄｏ（市民・市民活動団体・事業者、教育・研究機関） 

参画・協働・連携による取組の推進 参画・協働・連携 

施策の実施 

進行管理 
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２ 計画の見直し                          

(1) 中間見直し                               

本計画では計画期間を令和 4年度(2022年度)から令和 13年度(2031年度)まで

の 10年間としています。計画 5年目の令和 8年度(2026年度)には、以下に掲げ

る項目を見直すことで、社会経済情勢の変化や施策の進捗状況に柔軟かつ適切に

対応します。ただし、計画の根幹である、基本理念（目指す都市像）及び基本方

針は変更しません。 

・ 本計画策定以後に制定・改定された関係法令や関連計画との整合を図るた

め、また、社会情勢の変化や新たな環境問題への対応を図るために、施策以

下を見直します。 

・ 関連計画の改定などによる目標値の変化や、現状に即さなくなった成果指

標を見直します。 

 

(2) 次期計画の策定                             

   本計画の最終年度である令和 13年度(2031年度)には、進捗状況や課題を評価

し、本市や環境の変化等を考慮した上で、次期計画を策定します。


